
別紙様式第２－５号 
平成１９年度 産地づくり計画書 

   西春日井郡地域水田農業推進協議会  
１ 共通事項 

（１） 本協議会の範囲 
     清須市西枇杷島地区、清須市新川地区、清須市清洲地区、北名古屋市西春地区、北名

古屋市師勝地区、西春日井郡豊山地区、西春日井郡春日地区 
（２） 助成対象となり得る水田等の確認方法 

     ○助成水田 
      水田台帳、過去の生産調整実績等 
      （畦畔、はざ場等が含まれない田本地面積でどうか） 
      ８月１日において、かい廃等がおこなわれていないかどうか 
     ○作付面積 
      実測、土地登記簿等の公的資料との照合等 
     ○通常の収穫、通常の肥培管理、水稲の作付けが行われていないこと 
      現地見回り（確認日：７月１１日～８月１５日） 

（３） 生産調整実施者の確認方法 
     現地確認の実施または、農業共済組合から提供された情報 

（４） 集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付している者の確認方法 
     東海農政局地域第１課から提供された情報  

（５） 同一年度内に、同一ほ場において複数の使途に取り組んだ場合及びひとつの取組で複

数の使途の定められたそれぞれの要件の全て満たす場合における取扱い 
同一ほ場において複数回栽培した場合において、重複して交付は行わない 

（６） その他の共通事項 
 
２ 産地づくり事業、稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業及び産地づくり特別加算事業 

（１） 総括表 
（単位：円） 

活  用  額 

産地づくり特別加算事

業 

 

都道府県協議会

からの配分額 産地づくり事業 稲作構造

改革促進

事業分 

担い手集

積加算事

業 

稲作構造

改革促進

事業 

担い手集

積加算事

業 

産地づくり交付金 1,170 千円 1,170 千円     

基本部分 ０ 
 

 
０  ０ ０ 稲作構造

改革促進

交付金 担い手集

積加算 
０   ０  ０ 

計 1,170 千円 1,170 千円 ０ ０ ０ ０ 



（２） 使途ごとの活用計画 
（単位：ｈａ、円、円／１０ａ） 

活  用  額 

産地づくり特別加算事業 使途 
の分類 
(記号 
番号) 

助成金の使途の名称 助成対象

面積 産地づくり事

業 基本部分から

の活用額 

担い手集積加

算からの活用

額 

稲作構造改革

促進事業 

担い手集

積加算事

業 

計 助成 
単価 

支払

時期 備考 

１１１ 転作作物作付助成 ５ ５００千円     500 千円 10 千円 ３月  

２８３ 信長米の消費拡大・販売促進活動事業  ４００千円     400 千円  11月  

７Ｄ３ 協議会運営費  ２７０千円     270 千円  6 月  

            

            

            

 米価下落等の補てん 
（基本部分）           

 当年度分           

 

米価下落等の補てん 
（担い手集積加算） 

（前年度分)           

計 ５ 1,170 千円     1,170 千円    

（３） 産地づくり事業、稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業及び産地づくり特別加算

事業の内容等 
（ア） 産地づくり事業及び産地づくり特別加算事業の各使途ごとの内容等 

助成金の使途の名称 転作作物作付助成（景観形作物作付生産調整達成助成） 

使途の分類 
（記号番号） 

１１１ 
 

具体的内容 
［支出の項目］ 

水田全面に景観形成作物を作付けした場合、面積に応じ奨励金を交付 

効果 
景観形成作物を作付けることにより米の生産調整の推進に資する。

また、景観形成作物の作付けにより、耕作放棄田の拡大を防ぎ、また

農村景観の向上につながり良好な水田環境の保全に資する。 

助成要件 
［支出の対象］ 

○ 交付対象者。 
・地域協議会から生産調整実施者の確認を受けた者であり、かつ、

集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付している農業者。 

・作付確定面積の通知を受けていないため、生産調整実施者の確

認を受けていない農業者であっても、主食用等水稲の作付けを

行っていないことが確認され、かつ、地域内の米の需給調整に

支障を来さない等の判断により地域協議会長が特に認めた場

合には、助成対象者となりうる。 

・集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付していない農業者であっ

ても、主食用等水稲の作付けを行っていないことが確認された

場合又は集荷円滑化対策実施要領（平成１６年４月１日付け１

５生産第８２８号農林水産省総合食料局長通知。以下「集荷円



滑化要領」という。）第１の２の（２）の規定により主食用等

水稲作付面積の控除を行った結果、生産者拠出金が０円となる

場合には、助成対象者となりうる。 

・国が定めている助成水田において、権原に基づいて作物作付け

を実施している農業者。又は全作業受託等により作物作付けに

係る作業を実施している実際の耕作者。ただし、実際の耕作を

行っている農業者に支払う場合、次のア及びイの全てを満たす

場合とする。 

  ア 実際の耕作者が、当該助成水田に係る権原を有する農業者

等からあらかじめ全作業受託を受けていること。 

  イ 実際の耕作者が本事業の助成金を受け取ることについて、

権原を有する農業者等と実際の耕作者との間であらかじめ

合意が整っていること。 

○対象作物 

 ・ 地域における景観の形成に寄与するものとして、地域水

田農業ビジョンに載してある地域協議会が指定した景観形成

作物（コスモス、ひまわり、れんげ）であること。 
 

○その他の要件 

  当該年度に水稲の作付け（生産調整方針の運用に関する要領第

６の２に定めるところにより生産確定数量の外数として扱わ

れるものを除く。）を行わない水田に景観形成作物が作付けさ

れていること。 

  通常の栽培管理が行われていること。 

 景観形成作物が、同一年度内に複数回栽培された場合は、そ

のうち一回を本助成の対象とする。実施要領第６の２の(1)

に規定されている実際の耕作を行っている農業者等。 
 

確認方法 

○ 作付面積の確認 
  実測、土地登記簿等の公的資料との照合等 
○ 通常の栽培管理が行われていること。及び主食用水稲の作付

けが行われていないことの確認 
  現地見回り（確認日：コスモス、ひまわり ７月１１日～８

月１５日 れんげ４月１日～４月１０

日及び７月１１日～８月１５日） 

 水稲の作付けが行われていないことを現地見回りで確認 

         （確認日：７月１１日～８月１５日） 

○ その他の確認 

  全作業受託等の場合、受委託契約書の写し 



助成水準 
［積算根拠］ 

（助成額の算定方法） 
１０アール当たり１０，０００円以内。 

単価調整の方法 

交付申請額の合計が、国からの交付額を上回る場合は、交付申請

額の合計額が国からの交付額以内となるよう、助成単価の調整を 

行う。 
調整後の助成単価＝500,000 円／交付申請額の合計額×10,000 円 

 

助成金の使途の名称 信長米の消費拡大・販売促進活動事業 

使途の分類 
（記号番号） 

２８３ 

具体的内容 
［支出の項目］ 

本地域で栽培される米を「信長米」とし、産地のブランド化を進める

ために、協議会自ら行う消費拡大、販売促進等の活動に要する経費に

対して助成を行う。 

効果 
米の消費拡大を積極的に進めることにより、地域水田の特性を生かし

た作物の産地づくりを図る。また、将来的に特産化をめざすことで、

多様な需要に応じた生産・販売計画が推進される。 

助成要件 
［支出の対象］ 

協議会が行った活動に対して支払いを行う。 
信長米の消費拡大・販売促進活動 
事務等経費：信長米の消費拡大キャンペーンに使う無料配布用の米 

確認方法 
事務等経費：領収書 
信長米の消費拡大、販売促進活動事業計画書・実績書 

助成水準 
［積算根拠］ 

（助成額の算定方法） 

信長米の消費拡大キャンペーン 
事務等経費：無料配布用の米  
          ４００円×1,000 袋（１ｋｇ）＝400,000 円 
 

単価調整の方法 
米の価格が上昇し、国からの交付額を上回る場合は、配布数量（袋数）

を調整して国からの交付額以内となるようにする。 
 

 

助成金の使途の名称 協議会運営費 

使途の分類 
（記号番号） ７Ｄ３ 

具体的内容 農業者等の営農計画書どおりの作付け及び適正な栽培管理が実施され



［支出の項目］ ているかどうかの現地確認を実施するために必要な旅費及び助成要件

を確認するために必要な経費、地域水田農業推進協議会の運営を行う

のに必要な経費等について助成を行う。 

効果 

協議会運営費を活用することにより、適正な助成金の交付及びビ

ジョンの進行管理等効率的な協議会運営の執行が図られる。また、

協議会の運営が円滑に行われることにより水田農業構造改革が推

進される。 

助成要件 
［支出の対象］ 

謝金：助成要件の確認に係る現地案内人の謝金及び地域協議会総
会出席者謝金（実行組合長会長、用水協議会会長、農業委
員会会長）。 

    
事務等経費：協議会開催に係る会場使用料・お茶代、協議会運 

営に必な事務用品、郵送代。 

 

確認方法 

謝金：会議開催通知、受領書。 
事務等経費：領収書、会議開催通知、出席者名簿、会場使用料領

収書。 
 

助成水準 
［積算根拠］ 

（助成額の算定方法） 

謝金    
・ 会議出席謝金 3,500円×13人＝45,500円 
・ 現地見回案内  3,500円×20人＝70,000円 

事務等経費 

・ 通信運搬費：郵便切手及び郵便封筒代10,000円 

・ 会議費： 会議時お茶代20,000円 

       会場使用料2回×30,000円 

・ 備品費： 文書保管用ファイル5,000円 

文書保存用ＦＤ及びＵＳＢメモリー30,000円 

  ･ 消耗品費：協議会の運営に係る一般事務用品29,500円 

 

単価調整の方法 

 当初計画より実績が増加した場合は、協議会構成団体の助成金に

より不足分を補う。 
  当初計画より実績が減少した場合は、次年度に繰り越して活用

する。 
                                  

３ 新需給調整システム定着交付金助成事業 
（１） 総括表 

使途の区分及び 
使途の名称 作目等区分 員 数 単 価 

金 額 
（円） 備 考 



 
１ 大幅な超過達成

に関する使途 
２ 地域振興作物の

振興に関する使途 
③ その他意欲的な

生産調整に関する

使途 

 
－ 
 
－ 

 
景観形成作物 
 

 
－ 
 
－ 

 
5.0ha 

 

 
－ 
 
－ 

 
10,000円 

 /10a 
 

 

 
－ 
 
－ 

 
500,000 円 

 

 合  計   500,000 円  

（２） 使途ごとの内容 

使途の名称 その他意欲的な生産調整の取組に対する使途 

作物等区分 景観形成作物 

具体的内容 
当該年度に水田１枚を単位として水稲の作付けを行わない水田に

おいて、助成要件に適合する取組を行う農業者等に対する助成を実

施する。 

効果 
米の生産調整を推進する上で有効であり、地域における景観の形成

に寄与することができる。 

助成の要件 

○ 交付対象者。 
・ 地域協議会から生産調整実施者の確認を受けた者であり、

かつ、集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付している農業

者。 
・ 作付確定面積の通知を受けていないため、生産調整実施者

の確認を受けていない農業者であっても、主食用等水稲の作

付けを行っていないことが確認され、かつ、地域内の米の需

給調整に支障を来さない等の判断により地域協議会長が特

に認めた場合には、助成対象者となりうる。 

・ 集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付していない農業者で

あっても、主食用等水稲の作付けを行っていないことが確認

された場合又は集荷円滑化対策実施要領（平成１６年４月１

日付け１５生産第８２８号農林水産省総合食料局長通知。以

下「集荷円滑化要領」という。）第１の２の（２）の規定に

より主食用等水稲作付面積の控除を行った結果、生産者拠出

金が０円となる場合には、助成対象者となりうる。 

・ 国が定めている助成水田において、権原に基づいて景観

形成作物を作付けしている者又は全作業受託等により景観

形成作物に係る作業を実施している実際の耕作者。 
○ その他の要件 
・ 地域における景観の形成に寄与するものとして、地域水

田農業ビジョンに載してある地域協議会が指定した景観形

成作物（コスモス、ひまわり、れんげ）であること。 



・ 当該年度に水稲の作付け（生産調整方針の運用に関する

要領第６の２に定めるところにより生産確定数量の外数と

して扱われるものを除く）を行わない水田１枚を単位とし

て作付けられており、通常の状態で栽培されていること。 
・ 本助成金は、地域協議会助成事業の交付金の交付対象と

なった水田において、景観形成作物が同一年度内に栽培さ

れた場合においても、重複して交付できるものとする。 
・ 地域協議会助成事業の交付金の交付対象が景観形成作物

であった場合も、重複して交付できるものとする。 
・ 助成要件を満たす景観形成作物が、同一年度内に複数回

栽培された場合は、そのうち一回を本助成の対象とする。 
 

確認方法 

○ 作付面積の確認 
  実測、土地登記簿等の公的資料との照合等 
○ 通常の栽培管理が行われていること。及び主食用水稲の作

付けが行われていないことの確認 
  現地見回り（確認日：地域協議会会長が定めた月日） 
○ その他の確認 
  全作業受託等の場合、受委託契約書の写し 
 

助成水準 
（助成額の算定方法） 

１０アール当たり１０，０００円以内 

単価調整の方法 

愛知県水田農業構造改革事業推進協議会において、各地域協議

会からの交付申請額の合計が、国からの交付額を上回る場合は、

交付申請額の合計額が国からの交付額以内となるよう、助成単

価の調整を行う。 
 調整後の助成単価＝40,000 千円／交付申請額の合計額×10,000

円。 
４ 需要量に関する情報   

（１）市町村から第三者機関的組織への需要量に関する情報の提供 

市町村が情報提供した第三者機関的組織別の需要 
都道府県から市町村への需要量に関

する情報 
量に関する情報の計 

生産数量目標の補正 

豊山町 242 242   

清須市 261 261   



北名古屋市 1,075 1,075   

春日町 178 178   

合   計 1,756   

（２）第三者機関的組織から認定方針作成者への需要量に関する情報の提供 

第三者機関的組織が情報提供した認定方針作成者別の 
市町村から第三者機関的組織への需

要量に関する情報 
需要量に関する情報の計 

生産数量目標の補正 

1,756 1,756   

 


